
◇令和７年度の応急手当普及員養成講習会予定表

受講について・・・

   〇 講習会の受講を希望される方は、鳥取県消防学校へお申込みください。

〇 テキスト「応急手当指導者標準テキスト ガイドライン2020対応」（税込 3960円）を事前に購入し持参してください。

○ 講習修了者には「認定証」（３年間有効）が交付されます。

○ 受講者には、感染防止対策として人工呼吸時に使用するフェイスシールドを寄贈します。

令和７年度応急手当普及員養成講習会のご案内
◇県民は「救命の連鎖」を支える重要な役割を担っています！！

○急変した傷病者を救命し、社会復帰させるために必要となる一連の行いを「救命の連鎖」（図参照）といいます。

○「救命の連鎖」を構成する4つの輪がすばやくつながると救命効果が高まります。

◇応急手当普及員とは
○地域の方や事業所の従業員の方を対象とした普通救命講習の指導者養成を目的とした資格です。

○講習は3日間の受講で、基礎医学（人体の構造、心肺蘇生の基礎等）と応急手当（心肺蘇生、AED、

その他の応急手当）の実技や指導方法等を学びます。

〇応急手当普及員の認定者は、講師として所属事業所や自治会内で普通救命講習会を開催できます。

〇講習会で使用する資機材（心肺蘇生人形、AEDトレーナーなど）は消防署で借りることができます。

＊普通救命講習受講者名簿を最寄りの消防署に提出すると、消防署から「修了証」を交付します。

地域 講習場所
開催時期

※各講習とも３日間
時間 定員

東部
地区

鳥取消防署
(鳥取市吉成640-1)

①令和７年７月28～30日（月～水）
②令和７年11月29,30日, 12月7日（土,日,日）

8:30～
17:00

30名

中部
地区

倉吉消防署
（倉吉市八屋307-4）

①令和７年８月18～20日（月～水）
②令和７年12月13,14日, 21日（土,日,日）

8:30～
17:00

30名

西部
地区

鳥取県消防学校
（米子市流通町1350）

①令和７年８月４～６日（月～水）
②令和７年12月6,7日, 14日（土,日,日）

8:30～
17:00

30名

鳥 取 県 消 防 学 校 米子市流通町 1 3 5 0 ０８５９（２７）０３５３

東 部 広域 行 政管 理組 合 消防 局 鳥 取 市 吉 成 6 4 0 - 1 ０８５７（２３）０１１９

鳥取中部ふるさと広域連合消防局 倉吉市福守町 4 1 5 - 2 ０８５８（２９）５１１９

西 部 広域 行 政管 理組 合 消防 局 米子市両三柳 5 4 5 2 ０８５９（３５）１９５１

講習に関する問い合わせ先

図［救命の連鎖］

「救命の連鎖」におけ
る最初の3つの輪は、
現場に居合わせた県民
によって行われること
が期待されています。

心停止の予防 早期認識と通報
一次救命処置

(心肺蘇生とAED)

二次救命処置と

集中治療



応急手当普及員養成講習会カリキュラム

時
限

時間 講習項目 細目 形
式

１
日
目

１ 08:30～09:20
基礎医学・指導要領 応急手当に必要な解剖・生理

講
義

２ 09:30～10:20

３ 10:30～11:20
基礎知識

応急手当の重要性・応急手当普及員、
指導員制度・応急手当の対象者 等４ 11:30～12:20

昼 休 憩

５ 13:10～14:00
救命に必要な応急手当の
基礎実技

心肺蘇生法（成人、小児・乳児）

実
技

６ 14:10～15:00

その他の応急手当の
基礎実技

熱傷・止血・包帯法・固定法・搬送法・
保温・体温管理 等

７ 15:10～16:00

８ 16:10～17:00

２
日
目

１ 08:30～09:20 基礎医学 感染防止

実
技

２ 09:30～10:20

救命に必要な応急手当の
基礎実技

心肺蘇生法（成人）
３ 10:30～11:20

４ 11:30～12:20 心肺蘇生法（小児・乳児）

昼 休 憩

５ 13:10～14:00 指導技法 指導技法

実
技

６ 14:10～15:00
救命に必要な応急手当の
指導要領

心肺蘇生法（成人）
７ 15:10～16:00

８ 16:10～17:00 心肺蘇生法（小児・乳児）

３
日
目

１ 08:30～09:20
救命に必要な応急手当の
指導要領

心肺蘇生法（成人）

実
技

２ 09:30～10:20
心肺蘇生法（小児・乳児）

３ 10:30～11:20

４ 11:30～12:20 資機材の取扱要領 講習で使用する資機材の取扱要領

昼 休 憩

５ 13:10～14:00 各種応急手当の組み合わせ・
応用の指導要領

各種手当の組み合わせ・
応用の指導要領

実
技

６ 14:10～15:00

７ 15:10～16:00 効果測定と指導内容に関する
質疑への対応

○効果測定
○指導内容に関する質疑への対応８ 16:10～17:00



主に県民が行う一次救命処置（BLS）の手順

※「救急蘇生法の指針２０２０（市民用）」から引用
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